
２０２３年（令和５年）１２月 

保護者様 

藤沢市教育委員会 

学校給食課 

 

学校給食へのデオキシニバレノールの混入について 

 

日頃より本市の学校教育にご理解ご協力をいただき、御礼申し上げます。 

この度、全国農業協同組合連合会岩手県本部が販売した岩手県産小麦の一部において、

食品衛生法の定めるデオキシニバレノール（赤かび）の基準値を超過した小麦があったこ

とが判明し、当該小麦について本市立小学校及び特別支援学校の学校給食で使用してい

た、という事案が生じましたので、お知らせいたします。 

 

１ 事案の概要 

  ２０２３年１１月２８日（火）に食材納入業者から本市立小学校及び特別支援学校

に納品している岩手県産南部小麦粉について赤かびの基準値以上の原料が使用されて

おり、製品を回収する旨の連絡を受けました。同日、同製品の１１月２９日（水）以

降の使用を取りやめ、回収し、別製品への変更を行い、対応を図りました。 

 

２ 使用小麦粉 

  商品名：岩手県産南部小麦粉 ２５ｋｇ ロット No.231115、231018 

  原  料：令和４年産岩手県 JA花巻管内 藤根ライスセンター  

ナンブコムギ１等使用 

 

３ 検出量 

  ２.１ｍｇ/ｋｇ（基準値１.０ｍｇ/ｋｇ） 

 

４ 使用期間 

  令和５年１０月２５日（水）から１１月２８日（火） 

 

 ５ 使用状況 

   本市では、カレーやシチューなどに、とろみをつける際などに使用していますが、

児童 1人あたりの摂取量は少量です。 

なお、パンや麺につきましては、専門業者から納入しているため、当該小麦は使用

しておりません。 

 

６ 児童への健康被害 

  現時点では、児童からの健康への被害の訴えは確認されていません。 

 ※既述のとおり、児童 1人あたりの摂取量は少量であるため、健康への影響は低い 

ものと考えています。 

 

７ 今後の対応 

  １１月２９日（水）以降の小麦粉については、別の製品に切り替えて使用しています。 

 ご不安な点・ご不明点があったら、下記お問い合わせ先までご連絡いただけますよう

お願いいたします。 

 



【参考】 

デオキシニバレノール（DON） 

   穀類(特に小麦、大麦及びトウモロコシ)の赤かび病の病原菌で産生されるかび毒で

あり、急性毒性としては、嘔吐、消化管、リンパ組織への障害、慢性毒性としては、

体重減少などが知られています。（令和２年９月３０日開催の厚生労働省薬事・食品衛

生審議会食品衛生分科会食品規格部会資料１より抜粋） 

 

以 上 

 

 

【この件に関するお問い合わせ先】 

藤沢市教育委員会 教育部 学校給食課 

担当 濱野 田中 𠮷井 

電話：０４６６－５０－８２４７ 

                                        mail：fj-gakko-k@city.fujisawa.lg.jp 

 

 

 


